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令和６年度地域支援事業実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 いばらき観光キャンペーン推進協議会（以下「協議会」という。）は、

茨城県への観光誘客促進を図るため、地域の資源・強みを活かした、協議会会

員が実施する観光宣伝事業等について、予算の範囲内で協賛を行うものとし、

その協賛については、この要綱に定めるところによる。 

 

 （協賛対象者） 

第２条 協議会の協賛の対象となる者は、次の各号の何れの要件も満たす者（以下

「協賛対象者」という。）とする。 

（１） 以下の何れかに該当する者であること。 

ア 協議会会員 

イ 協議会会員が運営主体である団体 

（２）協議会員は、令和５年度負担金もしくは協賛金を完納していること。 

   ただし、令和６年４月１日以降に入会した会員についてはこの限りではな

い。 

（３）事業推進のための組織体制及び予算措置が構成員の合意に基づき明確にな

っていること。 

 

 （協賛対象事業） 

第３条 協賛の対象となる事業（以下「協賛対象事業」という）は、協賛対象者が

実施する事業のうち、次の各号に掲げる事業とする。 

（１） チャレンジ応援事業 

地域で新たに取組む事業や茨城デスティネーションキャンペーンで誕生し

たコンテンツ等の磨き上げ、定着化に資する事業であり、次の要件をすべて満

たす事業とする。 

ア 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの期間に実施される事

業。 

イ 地域固有の資源を活用して実施する観光宣伝事業であり、観光誘客に資

すると会長が認める事業。 

ウ 本協賛事業の適用を、広告媒体等に記載できる事業。 

エ 新たに取組む事業又は既存事業を工夫・改善する事業。 

オ 実施場所となる市町村の同意を得た事業。 

カ 茨城県内に支店、支部又は営業拠点等のない協賛対象者が行う事業につ

いては、茨城県内の市町村又は観光協会等と連携して行う事業。 

キ 茨城県内で行われる事業。ただし、事業内容が茨城県への観光誘客に特に

資すると認められる場合においてはこの限りではない。 

ク 総事業費が 50 万円以上である事業。 
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（２）新観光プロジェクト応援事業 

新たな観光を創出するプロジェクト事業であり、前号に掲げた要件に加え

て次の要件をすべて満たす事業とする。 

ア 以下いずれかのテーマに沿った事業（複数も可）。 

① インバウンド 

② 常陸乃国ブランド又は常陸国コンテンツの活用 

③ アウトドア 

④ 海資源の活用 

⑤ モビリティ（二次交通等） 

⑥ ひとり旅 

⑦ その他新たな観光需要の獲得につながると会長が認めるもの 

イ 事業について分析を行い、事業実施後は結果を会員に共有できる事業。 

ウ 総事業費が 100 万円以上である事業。 

 

（３）その他会長が必要と認める事業 

 

 （協賛対象経費） 

第４条 協賛金の対象となる経費（以下「協賛対象経費」という）は、事業の実施

に必要と認められる経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費は、対象としな

い。 

（１） １点５万円以上の消耗品費 

（２） 事業者の平素の営業に係る経費（協賛事業の実施にかかわらず発生する人

件費及び旅費、事務所等に係る家賃、光熱水費並びに通信料等） 

（３） 事業期間外に発生した経費 

（４） 本協賛金以外の補助金又は協賛金等が充当される費用 

（５） その他会長が適当でないと認めた費用 

 

（協賛の限度額） 

第５条 第３条に掲げる協賛対象事業ごとに、下表の範囲で協賛対象経費の全部

又は一部を負担する。 

事業の種類 総事業費 限度額 

第３条第１号 50万円以上 30万円 

第３条第２号 

100万円以上300万円未満 100万円 

300万円以上 300万円 

 

（協賛の申請） 

第６条 協賛対象者は、協賛対象事業の実施について協賛を求める場合は、令和６

年度地域支援事業協賛申請書（様式第１号）を、会長が別に定める日までに会長
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に提出しなければならない。 

 

（協賛の決定） 

第７条 前条の規定により申請のあった事業の協賛については、協賛対象事業ご

とに審査を行い、決定する。 

（１）チャレンジ応援事業 

ア 前条により提出された書類について、別表１に基づき事業内容の評価を行

い、評価が高かった事業を優先的に協賛決定する。 

（２）新観光プロジェクト応援事業 

ア 一次審査 

前条により提出された書類について、別表１に基づき事業内容の評価を行

い、評価が高かった事業を優先的に決定する。 

イ 二次審査（最終審査） 

同号アで決定した申請者によるプレゼンテーションを行い、審査委員会に

おいて高い評価を受けた事業を優先的に協賛決定する。 

 

（協賛決定の通知） 

第８条 会長は、前条の協賛決定の内容について、令和６年度地域支援事業協賛決

定通知書（様式第２号）により当該協賛対象者へ通知するものとする。 

２ 同一の協議会会員、協賛対象事業に対する協賛は、原則１回を限度とする。た

だし、会長が茨城県への観光誘客に特に資すると認める場合においてはこの限

りではない。 

 

（協賛の変更及び中止） 

第９条 前条の協賛決定を受けた者（以下「協賛決定者」という。）が、事業の内

容を変更又は中止する場合は、速やかに令和６年度地域支援事業協賛変更/中止

申請書（様式第３号）を提出し、会長の承認を受けなければならない。 

ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

２ 会長は、前項の申請の内容について、第６条の規定に準じ協賛内容を決定し、

令和６年度地域支援事業協賛変更/中止決定通知書（様式第４号）により当該協

賛決定者に通知するものとする。 

３ 事業の内容を変更する場合、前条により通知した協賛決定の額を減額する場

合がある。 

 

（協賛の取消） 

第 10 条 会長は、次の場合において、協賛決定者への協賛の取消しができるもの

とする。 

（１）協賛申請書に係る事業が履行されない場合、あるいは履行されないことが

確実であると会長が認める場合。 

（２）協賛対象者としての要件を満たさなくなった場合。 
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（３）協賛決定者が申請した協賛対象事業と実際の事業内容が異なる場合。 

２ 前項の規定は協賛金の額を確定した後においても適用する。 

３ 会長は、第１項の規定による取消しをした場合は、令和６年度地域支援事業

協賛取消通知書（様式第５号）により当該協賛決定者に通知するものとする。 

 

 （協賛金の返還） 

第 11 条 会長は、協賛の取消しをした場合において、すでに協賛金が交付され

ている場合は、期限を定め、その返還を求めるものとする。 

 

 （協賛の停止） 

第 12 条 会長は、災害等のやむを得ない事由が発生した場合、本事業の執行を中

止又は停止することができる。 

２ 会長は、前項の規定による事業の中止又は停止を行った際は、協賛決定者に対

して協賛決定の額又は停止までに生じた経費を上限に協賛金を支払うものとす

る。 

３ 前項による協賛金の支払いは、第 13 条から第 15 条の規定に準じて支払うも

のとする。 

 

（作成物の確認） 

第 13 条 協賛決定者は、協賛対象事業にかかる宣伝又は広報等を行う際には、

その実施内容又は作成物等について、公開又は配布前に事務局へ報告しなけな

ければならない。 

２ 会長は、報告を受けた実施内容又は作成物等について、修正指示をできるも

のとする。 

３ 前項による確認又は修正の指示を受ける前に実施又は作成された事業又は

作成物については、その一部又は全部を協賛対象経費から除外する。 

 

 （実績報告） 

第 14 条 協賛決定者は、協賛対象事業が完了したときは、協賛対象事業が完了し

た日から起算して 60 日を経過した日又は、令和７年３月 31 日のいずれか早い

日までに、会長に対し令和６年度地域支援事業実績報告書（様式第６号）を提出

しなければならない。 

２ 会長は、新観光プロジェクト応援事業の協賛決定者に対し、協議会総会等での

実績報告を指示できるものとする。 

 

（協賛金額の確定） 

第 15 条 会長は、前条の規定による実績報告の内容について、第５条の規定に準

じ協賛額を決定し、令和６年度地域支援事業協賛金額確定通知書（様式第７号）

により、当該協賛決定者に通知するものとする。 
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（協賛金の請求） 

第 16 条 前条の規定による通知を受けた者は、通知日から起算して 14 日以内に

令和６年度地域支援事業協賛金請求書（様式第８号）を会長に提出しなければ

ならない。 

 

（概算払い） 

第 17 条 会長は、事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、

概算払いをすることができる。 

２ 協賛決定者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、概算払請求

書（様式第９号）を会長に提出するものとする。 

３ 協賛決定者は、第 10 条又は第 15 条による通知を受けたとき、既に支払を受

けた協賛金が確定額を超えるときは、その超える金額について協議会の指示に

従って返還するものとする。 

 

（その他） 

第 18 条 この要綱の施行に関し必要な事項については、協議会事務局長が別に定

める。 

 

   付 則 

 本要綱は令和６年３月 26 日から施行する。 

 

 

別表１ （第７条関係） 

審査項目 

・ 新規性 

・ 収益性 

・ 集客性 

・ 継続性 

・ 広域性 

・ 地域の事業者との連携 

・ 実施効果の測定 

・ その他（設定テーマやターゲットの妥当性 等） 

・ 総合評価（観光誘客促進又は観光消費額向上への寄与） 

 


